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効果概要：令和５年の台風６号の影響で発生した土砂崩れにより国道197号が通行止めになった際に、
既設の林道が代替路として機能した。

府省庁名：農林水産省

 実施主体：高知県津野町

 効果を発揮した施設：
・ 林道倉川線
（昭和７年度着工、平成２年度開通）

・ 林道床鍋倉川線
（平成10年度着工、平成15年度開通）

 効果

令和５年の台風６号（８月８日）の影響
で発生した土砂崩れにより、高知県須崎
市と津野町中心部をつなぐ主要道である
国道197号線が全面通行止めとなった。
その際に、始点と終点でそれぞれ国道

と県道に接続している林道倉川線と林道
床鍋倉川線が、国道復旧までの代替路
として機能したことで、津野町と須崎市間
の通行が維持された。
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